
 

 

 

  

＜Newsletter を刷新します＞ 

盛夏の訪れが感じられる季節となりましたが，会員の皆様には，ますますご清栄のこ

ととお喜び申しあげます。 

 さて，2017 年 5 月 12 日（金）に東京農業大学世田谷キャンパスで日本農業労災

学会・東京農業大学総研研究会共催シンポジウムが開催されました。また，このシンポ

ジウムと合わせて開催されました日本農業労災学会の理事会，総会におきまして，農作

業事故の撲滅に如何に学会として貢献していくかが論議されました。その中で，自助・

共助・公助連携の繋ぎ役としての学会の重要性が認識され，学会として積極的な情報発

信が求められました。学会としてこうした要請に応えて迅速に情報発信できる手段とし

て「Newsletter」を位置づけ，その内容の刷新を図っていきたいと考えています。 

 具体的な情報発信の取り組みとして，以下の５点を考えています。 

 １）シンポジウムの報告ならびに総合討論のダイジェスト版を迅速に発信 

 ２）JA による農作業防止のユニークな取り組み事例の紹介 

 ３）社会保険労務士による農業労災保険支援業務事例の紹介 

 ４）現場で感じた農業労災に関わる政策課題等の紹介 

 ５）ヒヤリハット事例，農家による特徴ある事故防止の取り組みの紹介 

 なお，読みやすくするため，１回の掲載ページを少なくして内容を厳選し，月に 2

回程度の発行を努力目標にします。 

 会員の皆様の本会「Newsletter」への積極的な投稿をお待ちしております。原稿は，

郵送，ファックス，メール等で学会事務局にお送りいただければ幸いです。 

 なお，皆様からの原稿が集まるまでの間，2017 年のシンポジウム報告，総合討論

のダイジェストをお届けいたします。なお，当日に配布されました資料につきましても，

掲載の許可を頂きましたものにつきましては，ダウンロードして参照できるようにしま

す。なお，これらの資料を引用する場合は，出典の明記をお願い致します。 
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2017 年度シンポジウム「農業労災事故防止を支える自

助・共助・公助連携の取り組みと課題」の概要－その１ 

 

会長挨拶概要 

 シンポジウムに先立ち門間会長から本シンポジウムを企画したねらいが表明された。特

に農作業事故が一向に減少しないという事実に直面した我々にとって、改めて大震災と自

助・共助・公助の在り方について評価することの重要性が指摘された。阪神・淡路大震災

で語り継がれている「自助 7 割、共助 2割、公助 1 割」の教訓から、果たして「農作業事

故でも、この数字が当てはまるのでは？」「公助の役割はそれほど低いのか？」という視点

から労災防止対策を考えることの必要性が提起された。 

また、現在取り組まれている農作業事故防止の中心対策は、 

◆農業トラクター安全キャブ・フレームの普及－自助・共助連携 

◆技能向上・安全意識の高揚－自助・共助・公助連携 

◆労働衛生関係の法令遵守・制度による安全体制の整備－共助・公助連携 

の 3 つであるが、次の新たな視点からの対策展開が重要であることが問題提起された。 

 



シンポジウムの狙いに関する座長解題 

 会長挨拶に続いて本シンポジウム「農業労災事故防止を支える自助・共助・公助連携の

取り組みと課題」のねらいについて、座長である白石正彦氏と入来院重弘氏から次のよう

に解題が行われた。 

最近、わが国でも増加している農業経営の法人組織または地域営農組織型農業経営では、

従業員の雇用が一般化している。こうした組織経営体は、営利を追求する農企業としての

性格とともに、地域農業の維持といった公共的な性格も併せ持っている。労働災害が発生

した場合、これらの組織経営体の持続は困難となり、大きな社会損失をもたらすことにな

る。言うまでもなく組織経営体では経営管理者が中心になって従業員を参加させながら労

働安全の取り組みを実践することが極めて重要である。一方、現在の農業経営体の主流を

占める個別農業経営体の農業事故防止のための活動は、JA 組織（自助・共助）、農業労災

コンサルタント、農業機械士、社会保険労務士さらには医師などの共助が中心となりなが

ら、国・県・市町村などの公助による支援が不可欠である。 

 2017 年度のシンポジウムでは、以上の問題意識に基づき『農業労災事故防止を支える

自助・共助・公助連携の取り組みと課題』という統一テーマを設定した。すなわち、農業

法人、個別農業経営体の農業労災事故を撲滅するためには、営農組織ならびに個々の経営

者の問題意識を高めて自助活動を促すとともに、それらを支える JA 組織（自助・共助）、

さらに農業労災コンサルタント、農業機械士、社会保険労務士、医師などの共助と、自助・

共助の活動を支える国・都道府県・市町村などの公助の連携が不可欠であるという基本認

識に基づき、次の５つの報告を準備した。 

第１報告 今後の農作業安全対策の取り組みについて 

今野 聡・松田治男(農林水産省生産局技術普及課 生産資材対策室長・同課

長補佐) 

第２報告 多様な農業の担い手に対する JA グループ福島の農業労災防止・労災補償に関す 

る取り組みと課題 

小原 稔(JA 福島中央会 農業対策部農業振興課 課長補佐)  

第３報告 自治体・JA グループ・農機業界連携による農作業安全実現の取り組みの到達点

と展開方向 ―北海道 JA 鹿追町の取り組みを中心に－ 

           河辺 哲也(JA 鹿追町営農部長) 

第４報告 JA グループと社会保険労務士グループが連携した農作業安全・労災補償の取り 

組みと課題 ―広島県の取り組みを中心に－ 

木山 恭子（社会保険労務士法人たんぽぽ会副所長） 

第５報告 実態調査から見た農作業事故の問題点と対策 

立身 政信(岩手大学名誉教授・日本農村医学会副理事長) 

  



今回のニュースレターでは、誌面の都合から農林水産省による第１報告のダイジェスト

についてのみ掲載します。第２報告以降は、順次ニュースレターに掲載していきます。 

 

第１報告 今後の農作業安全対策の取り組みについて 

    今野 聡・松田 治男（農林水産省生産局技術普及課  

生産資材対策室長，同課長補佐） 

 

農林水産省の農業労災担当課である生産局技術普及課生産資材対策室からは，農水省の

農作業安全に対する取り組みが体系的に報告された。様々な取り組みの展開にも関わらず

いっこうに減らない農作業死亡事故の実態を受けて，死亡事故の背後にある多くの事故の

実態を探るため，農作業事故情報の徹底的な収集の強化が図られている。そのため，報告

しやすい調査の実施が目指されている。また，ブロック単位の多様な組織，警察，厚労省、

JA 共済などと連携したリスクアセスメント等の多様な安全啓発活動対策の展開，さらには

運転者の安全性を担保出来る農業機械の開発支援，農作業安全研修，労災保険特別加入制

度への加入促進が重要な政策の柱に位置づけられ、農作業事故防止にあらゆる角度から取

り組むことが報告された。 

 



 

 

 報告後、フロアとの間で以下の質疑が行われた。 

質問：農林水産省の農作業事故防止に対する予算が減額されているが、その理由は？ 

回答：ハード事業が少なくなり、ソフト事業にシフトしていることが一つの原因である。 

質問：韓国では農業労災事故防止を重要な政策の柱として政策を進めているが、日本では

どうか？ 

回答：日本では労働安全衛生法の中に農業をきちんと位置づけて農民の安全を守るように

している。 

質問：農業機械化促進法の廃止に伴う農作業安全対策の展開は？ 

回答：農業機械化促進法には、農作業安全に関わる項目は含まれていない。必要なものに

ついては、今後の法制度化について考えていく。 

 

会員の皆様へのお願い 

2017年 5月 12日（金）に東京農業大学世田谷キャンパスで開催されました日本農

業労災学会のシンポジウムに参加されました会員の皆様のご意見・ご感想を募集し

ます。いただきましたご意見・ご感想は、本会ニュースレターで随時紹介させてい

ただきます。下記の学会事務局までお送りいただければ幸いです。 

E-mail：motoko@kirin-office.com，  FAX：042-316-6430 
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